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保護者の皆様へ 

大 阪 府 立 今 宮 高 等 学 校 
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本校における今後の教育活動について 

 ４月 14 日（木）に開催された大阪府新型コロナウィルス対策本部会議において、大阪府における新型コロナウィ

ルス感染症にかかる重症病床使用率が 95.1％（4 月 13 日時点）に達するなど、医療提供体制が極めてひっ迫してい

ることなどを踏まえ、「大阪モデル」のステージについて「レッドステージ２」に移行することとされました。これ

を受け、府教育庁から今後の教育活動について通知がありました。本校ではこの通知を受け、今後の教育活動につ

いて５月５日（水）までの期間、下記のとおりとします。 

保護者の皆さまにおかれましても、ご理解とご協力をお願いします。 

 

（１）授業における基本方針 

各教室に消毒液などを置くなど感染症対策のさらなる徹底を図りながら、分散登校や短縮授業は行わず、通常形態

（１教室 40 人まで）で教育活動を継続します。 

（２）感染リスクの高い教科活動 

① 体育において、「整列時の距離」「マスクの着用」及び「更衣時の注意指導」の徹底を行います。 

② 家庭科における実習において、近距離で行う調理実習は行いません。 

③ 音楽における一般音楽の授業では「合唱」は行いません。ただし、声楽の授業については少人数であることか

ら、生徒の距離を取るなど感染症対策を十分に行ったうえで実施します。 

④ 各教科等に共通する活動として「生徒等が⾧時間にわたり、密集又は近距離で対面形式となるグループワーク

やグループ活動、ディスカッション等」、「近距離で一斉に大きな声で話す活動」については行いません。 

（３）部活動について 

高等学校体育連盟や競技団体、文化関係連盟等が主催する大会やコンクール等において十分な感染症対策が講じら

れている公式な大会やコンクール等については、主催者による感染症対策を確認の上、参加することができます。た

だし、これらの大会等への参加に向けての活動については、「大会期間の初日から起算して３週間前からを目安とし

てください」とされています。 

①５月９日（日）までに「大会等の期間の初日」がある場合練習 

⇒可能です。ただし部顧問の先生の指導のもと、新型コロナウィルス感染症に対する十分に講じたうえで、以下

の活動時間を守って活動できます。 

【月・火・水・金】17:30 までの約 1 時間  【木】16:30 までの約 1 時間  【土・日・祝日】２時間 

②5 月 10 日（月）～ 26 日（水）に「大会等の期間の初日」がある場合 

⇒「大会期間の初日から起算して３週間前からを目安」として、①にある時間で活動が可能となります。 

※ 部顧問の先生の指導のもと、新型コロナウィルス感染症に対する十分に講じたうえでの実施となります。 

③５月 27 日（木）以降に「大会等の期間の初日」がある場合 

⇒５月５日（水）まで部活動は休止となります。 

補足事項 ・「清掃」「各種当番」などについては、学校の日常的な教育活動の一部として位置づけられることから、 

安全全面を確保したうえ学校の判断により実施可能であると位置づけられています。 

     ・５月５日（水）までの活動においても、「大阪府部活動の在り方に関する方針」に基づき、週当たり平日は少

なくとも１日、週末のうち少なくとも１日を休養日とすることを基本として実施します。 

（４）食堂における感染症対策 

従来の対策に加えて、食堂のテーブルにも透明シートによる仕切りを設置するなど、感染症対策をより一層強化します。 


